
無線局廃止届 
 

  令和  年  月  日 

四国総合通信局長 殿 

 

電波法第２２条の規定により、無線局を廃止するので、下記のとおり届け出ます。 

   

記 

１ 届出者 

 

免 許 人 住 所 

〒（      ―      ） 

 

 

 

 

免 許 人 氏 名 又 は 名 称   

及 び 代 表 者 氏 名  

フリガナ 

 

 

                                               

 

２ 無線局の廃止に係る事項 

① 無 線 局 の 種 別 

（該当するものに☑マーク） 

□船舶局   □特定船舶局   □無線航行移動局 

□遭難自動通報局  □その他（         ） 

② 識 別 信 号  

③ 免 許 の 番 号  

④ 廃 止 す る 年 月 日 

（過去日とすることはできません） 

  

令和  年  月  日 

 

 

⑤ 備考（廃止の理由） 

（該当するものに☑マーク）  

 

□ 廃船     □ 機器撤去   □ 海外売船 

□ 国内売船 （ □ 無線設備を撤去して売船 

 □ 無線設備を付けて売船 ） 

□ 機器故障   □ その他（                  ） 

 

３ 届出の内容に関する連絡先 

 

 

所 属 ・ 氏 名  

 

フリガナ 

 

 

 

 

電 話 番 号   

 

【添付物】無線局免許状  □有 □無 


